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中
華
人
民
共
和
国
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
質
問
主
意
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提 

出 

者 
 

藤 

田 

幸 

久 

一 

 



 

一 

中
華
人
民
共
和
国
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
の
決
定
過
程
に
疑
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
政
府
開
発
援
助
は
、
我
が
国
の
国

益
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
決
定
過
程
に
疑
念
が
あ
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
。 

5 

当
該
援
助
に
関
し
て
、
一
九
八
九
年
十
二
月
の
事
前
調
査
団
、
一
九
九
〇
年
四
月
の
基
本
設
計
調
査
団
、
同
年
八
月
の 

3 

当
該
援
助
に
つ
い
て
、
最
初
に
要
請
が
あ
っ
た
の
は
、
い
つ
、
誰
か
ら
か
。 

4 

当
該
援
助
に
つ
い
て
、
日
中
間
で
な
さ
れ
た
要
請
、
交
渉
及
び
調
査
に
つ
い
て
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
要
請
、

交
渉
又
は
調
査
を
行
っ
た
の
か
、
す
べ
て
答
え
よ
。 

2 

当
該
援
助
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
、
職
務
権
限
を
有
し
て
い
た
の
は
誰
か
。
実
際
の
決
定
は
、
い
つ
誰
が
行
っ
た 

 

か
。 

1 

中
華
人
民
共
和
国
の
白
求
恩
医
科
大
学
に
関
係
す
る
政
府
開
発
援
助
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
及
び
実
施
の
時
期
、
金 

額
、
内
容
に
つ
い
て
答
え
よ
。 

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

中
華
人
民
共
和
国
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 二 

2 

同
調
査
に
際
し
て
、
通
訳
は
誰
が
行
っ
て
い
た
の
か
答
え
よ
。 

1 

同
年
八
月
に
ド
ラ
フ
ト
レ
ポ
ー
ト
説
明
の
た
め
に
調
査
団
が
訪
中
し
た
件
に
つ
い
て
、
調
査
団
報
告
書
に
よ
る
と
李
維

平
氏
の
肩
書
き
は
「
中
華
人
民
共
和
国
衛
生
部
」
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
政
府
と
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
当

該
地
位
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
行
う
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。 

1 

白
求
恩
医
科
大
学
付
属
病
院
に
つ
い
て
の
政
府
開
発
援
助
に
関
し
て
、
一
九
九
〇
年
四
月
に
派
遣
さ
れ
た
「
基
本
設
計

調
査
団
」
が
面
談
し
た
李
維
平
氏
は
、
調
査
団
報
告
書
に
よ
る
と
「
衛
生
部
外
事
司
官
員
」
と
の
肩
書
き
で
あ
る
。
日
本

政
府
と
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
当
該
地
位
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
行
う
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
か
。 

ド
ラ
フ
ト
レ
ポ
ー
ト
説
明
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
中
国
側
面
談
者
の
中
に
、
李
維
平
氏
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ

の
団
も
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
中
国
に
滞
在
し
て
お
り
、
ど
の
日
に
ど
の
場
所
で
誰
と
面
談
を
し
た
の
か
、
中
国
側
は
李

氏
の
ほ
か
は
誰
が
同
席
し
て
い
た
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
せ
よ
。 

四 

 



 

四 

当
該
援
助
に
つ
い
て
、
大
蔵
大
臣
当
時
の
橋
本
総
理
が
、
事
務
当
局
者
に
予
算
の
査
定
、
増
額
等
に
関
す
る
指
示
を
行
っ

た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
期
、
内
容
を
答
え
よ
。 

五 

2 

こ
の
凍
結
解
除
に
つ
い
て
、
大
蔵
大
臣
に
職
務
権
限
は
あ
る
か
。 

3 
こ
の
ド
ラ
フ
ト
レ
ポ
ー
ト
説
明
は
、
援
助
決
定
に
至
る
経
緯
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
。 

2 

同
説
明
に
際
し
て
、
通
訳
は
誰
が
行
っ
て
い
た
の
か
答
え
よ
。 

3 

当
該
円
借
款
凍
結
解
除
に
関
し
、
大
蔵
大
臣
当
時
の
橋
本
総
理
が
、
中
国
政
府
関
係
者
か
ら
公
式
・
非
公
式
に
要
請
を

受
け
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
期
と
相
手
を
す
べ
て
答
え
よ
。 

1 

一
九
八
九
年
の
い
わ
ゆ
る
天
安
門
事
件
を
受
け
て
対
中
国
円
借
款
が
凍
結
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
、
凍
結
解
除
の
決
定 

は
、
い
つ
、
誰
が
行
っ
た
か
。 

4 

ド
ラ
フ
ト
レ
ポ
ー
ト
の
説
明
は
、
国
際
協
力
事
業
団
作
成
の
基
本
設
計
調
査
報
告
書
九
七
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
た
中
国

側
協
議
参
加
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
た
の
か
。
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
以
外
の
中
国
衛
生

部
の
担
当
官
に
対
し
て
、
説
明
を
し
て
い
な
い
か
。 

五 

 



 

六 七 

4 

右
訪
中
の
際
の
各
会
議
に
つ
い
て
、
誰
が
通
訳
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
会
議
毎
に
具
体
的
に
答
え
よ
。 

1 

橋
本
総
理
が
、
一
九
九
一
年
一
月
に
大
蔵
大
臣
と
し
て
中
国
を
訪
問
し
た
際
の
目
的
、
同
行
者
及
び
日
程
を
答
え
よ
。 

1 

前
項
の
訪
中
の
ほ
か
、
橋
本
総
理
が
、
総
理
就
任
前
を
含
め
、
日
本
国
政
府
に
お
け
る
公
的
地
位
に
あ
っ
た
期
間
に
つ

い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
ま
た
は
ネ
パ
ー
ル
を
公
式
訪
問
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
、
同
行 

3 

右
訪
中
の
際
に
、
橋
本
大
蔵
大
臣
は
、
李
維
平
氏
と
会
っ
て
い
る
か
。
い
る
と
す
れ
ば
、
会
っ
た
日
時
、
場
所
、
目 

 
 

的
、
内
容
に
つ
い
て
答
え
よ
。 

2 

右
の
訪
中
の
際
に
、
日
本
か
ら
通
訳
は
同
行
し
て
い
る
か
。
し
て
い
る
と
す
れ
ば
何
人
か
。
ま
た
、
現
地
在
外
公
館
か

ら
加
わ
っ
た
通
訳
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
数
は
何
人
か
。 

4 

当
該
円
借
款
凍
結
解
除
に
関
し
、
大
蔵
大
臣
当
時
の
橋
本
総
理
が
、
総
理
や
外
務
大
臣
と
の
折
衝
、
閣
議
、
閣
僚
懇
談

会
、
国
際
会
議
等
で
の
発
言
、
事
務
当
局
へ
の
検
討
の
指
示
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
時 

 
期
、
内
容
を
答
え
よ
。 

六 

 



 

八 

2 

右
の
訪
中
の
際
、
現
地
駐
在
の
在
外
公
館
は
、
い
わ
ゆ
る
便
宜
供
与
を
行
っ
て
い
る
か
。
特
に
、
在
外
公
館
職
員
を
通 

1 

一
九
八
八
年
八
月
に
自
民
党
幹
事
長
代
理
で
あ
っ
た
橋
本
総
理
が
、
白
求
恩
医
科
大
学
付
属
病
院
を
訪
問
し
て
い
る
。 

4 

右
の
訪
問
の
際
に
、
橋
本
総
理
が
李
維
平
氏
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
日
時
、
場
所
、
目
的
、
内
容
に
つ
い
て

答
え
よ
。 

3 

橋
本
総
理
が
、
右
の
場
合
以
外
で
、
中
華
人
民
共
和
国
ま
た
は
ネ
パ
ー
ル
を
訪
問
し
、
現
地
日
本
国
の
在
外
公
館
が
、

い
わ
ゆ
る
便
宜
供
与
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
、
特
に
、
通
訳
に
つ
い
て
の
便
宜

供
与
の
有
無
に
つ
い
て
を
含
め
て
答
え
よ
。 

2 
右
の
訪
問
の
際
に
、
橋
本
総
理
が
李
維
平
氏
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
日
時
、
場
所
、
目
的
、
内
容
に
つ
い
て

答
え
よ
。 

こ
れ
は
、
援
助
に
か
か
わ
る
中
国
側
か
ら
の
要
請
又
は
日
本
政
府
の
判
断
が
働
い
て
い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
橋
本
氏
ら

が
日
本
政
府
と
は
無
関
係
に
訪
問
し
た
の
か
。
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
内
容
も
含
め
て
答
え
よ
。 

者
、
日
程
を
答
え
よ
。 

七 

 



 

九 

日
本
の
国
務
大
臣
又
は
国
務
大
臣
の
経
験
の
あ
る
国
会
議
員
が
、
中
華
人
民
共
和
国
を
公
用
旅
券
で
訪
問
し
た
際
に
、
日

本
政
府
関
係
者
（
在
外
公
館
職
員
を
含
む
）
が
通
訳
を
務
め
な
か
っ
た
場
合
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
す
べ
て
の

ケ
ー
ス
の
具
体
的
内
容
及
び
理
由
を
答
え
よ
。 

十 

2 

一
九
八
五
年
以
降
、
こ
れ
以
外
に
中
国
か
ら
の
雑
技
団
の
ビ
ザ
申
請
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
件
数
と
、
却

下
さ
れ
た
件
数
を
答
え
よ
。 

1 

一
九
九
二
年
に
、
中
国
の
雑
技
団
の
ビ
ザ
申
請
を
拒
否
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
申
請
者
、
申
請
内 

 

容
、
申
請
日
、
却
下
の
日
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
答
え
よ
。 

4 

右
を
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
李
維
平
氏
と
会
っ
て
い
る
か
。
会
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
時
、
場
所
、
目 

 
 

的
、
内
容
に
つ
い
て
答
え
よ
。 

3 
右
の
便
宜
供
与
を
行
っ
て
い
た
場
合
、
日
本
政
府
と
し
て
、
そ
の
日
程
、
中
国
側
の
誰
と
面
談
を
し
た
か
な
ど
を
把
握

し
て
い
る
か
。 

訳
と
し
て
同
行
さ
せ
な
か
っ
た
か
。 

八 

 



 

十
二 

十
一 1 

橋
本
総
理
は
、
李
維
平
氏
を
通
訳
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
旨
、
答
弁
し
て
い
る
が
、
橋
本
氏
が
日
本
政
府
の
公
的
地 

2 

同
氏
の
そ
の
間
の
地
位
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
答
え
よ
。 

1 
李
維
平
氏
が
在
日
中
国
大
使
館
員
で
あ
っ
た
期
間
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
。 

6 

最
近
五
年
間
で
、
李
氏
と
同
じ
事
由
で
帰
化
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
短
期
間
の
場
合
ど
の
く
ら

い
の
期
間
が
か
か
っ
て
い
る
か
。
ま
た
、
平
均
の
期
間
は
ど
れ
く
ら
い
か
。 

5 

李
維
平
氏
は
、
そ
の
後
、
日
本
国
籍
を
取
得
し
た
と
の
情
報
が
あ
る
が
、
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
申
請
日
、

申
請
内
容
、
及
び
国
籍
取
得
日
如
何
。 

4 

警
視
庁
公
安
部
外
事
二
課
が
、
李
維
平
氏
に
関
し
て
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
事

実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
調
査
の
内
容
及
び
結
果
如
何
。 

3 

同
氏
が
在
日
中
国
大
使
館
員
と
な
っ
た
以
降
に
つ
い
て
、
日
本
へ
の
入
国
の
時
期
、
目
的
、
資
格
及
び
出
国
時
期
と
出

国
先
に
つ
い
て
答
え
よ
。 

九 

 



 

 

一
〇 

位
に
あ
っ
た
間
に
つ
い
て
、
公
式
の
場
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
機

会
に
、
誰
の
通
訳
を
行
っ
た
の
か
。 

2 

日
本
の
国
務
大
臣
の
公
式
の
場
に
お
け
る
通
訳
を
、
相
手
国
側
の
者
が
行
う
こ
と
が
あ
る
か
。 

十
三 1 

橋
本
総
理
は
、
昨
年
十
月
三
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
答
弁
に
お
い
て
、
李
維
平
氏
と
の
対
話
の
内
容
を
問
わ
れ
た

際
、
「
白
求
恩
医
科
大
学
の
日
本
語
教
育
の
問
題
あ
る
い
は
中
国
医
科
大
学
の
日
本
語
教
育
の
問
題
が
衛
生
部
と
の
間
で

議
論
に
な
っ
て
お
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
が
、
い
つ
ご
ろ
、
衛
生
部
の
誰
と
の
間
で
議
論
に
な
っ
て
い
た
の
か
。 

2 

ま
た
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
議
論
に
な
っ
て
い
た
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


